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◎議案第１４号の質疑、討論、採決

○議長（藤井 要君） 日程第１、議案第 14号 令和３年度松崎町一般会計予算について

の件を議題といたします。昨日に引き続き、質疑を行います。これより、総括質疑に入り

ますが、予算書に添付されている参考資料も含めて、質疑を許します。

○５番（深澤 守君） 63 ページの 12 節の花いっぱい運動推進費の労務委託(シルバー人

材センター)の 795 万円について質問いたします。795 万円の使い道というのは役場の方

で業務をやっていると思うんですけど、ですね、僕の聞いた話によると、もし、そのお

年寄りの方が、診療所に来てちょっと熱がある、その使い道についてはシルバー人材セ

ンターが自分達地の判断で仕事をしているのか、それとも役場が発注して仕事をさせて

るのかお答えください。

○企画観光課長（深澤準弥君） 基本的には、町の町内全部の全域の草刈りとか、そうい

ったものを町の方である程度全体を見た中で発注して、そのスケジュール的なものはシ

ルバーの方で決めているような状況でございます。

○５番（深澤 守君） 一般質問の方でもさせていただいたんですが、本来花とロマンの

里・花いっぱい運動とはですね、花をつくるというコミュニティを通じて、住民参加の

町づくりということを本来謳っているものでありまして、シルバーさんに頼んで花をい

っぱいにするとか町を綺麗にするっていうものでは本質的にはないと思うんですね。で

すからこれ毎年見てみると 790 万、800 万余り使っているのであれば、もう少し地域の

方のコミュニティの方に活動資金等回してもらってもいいんではないかと思っているん

ですが、その辺について町長いかがでしょうか。

○町長（長嶋精一君） 深澤議員が言われたことは、まさに正論でありまして、元々はそ

ういうことで始まったわけであります。しかしながら、いつの時代か分かりませんけれ

ども、こういう風な形で町の方で金銭的な補助を出していくことになったんですけれど

も、それは一つは、担い手が不足してきている時代と軌を一にしているんじゃないか

と・・想像ですけどね。ただ今議員がおっしゃるようにそこら辺をですね、もっともっ

と住民と話し合いをしながらね、どれだけやっていただけるのかというようなことを努

力してまいりたいと思います。

○議長（藤井 要君） 他に・・



○７番（髙栁孝博君） 参考資料ですけれど、令和 3年度松崎町一般会計予算の参考資料

の 1ページを見ますと、会計全体が例年通りということで、一般会計で見ますと 3,600

万の増ということで、コロナの中で中々予算が立てにくい中で増えてきてるわけですけ

ど、中身的に見ていくと介護保険がすごく増えちゃってるということで、人口の構成か

ら見るとやむを得ないかなと思います。一方で、色んなコロナ対策の施策を討ってます

ので、その辺りは支出が増えてるはずなんですよね。その結果財政の調整基金の方が町

の財政出動と国と県の財政出動とそれらを鑑みた時に、まだ決算がでてませんので確定

はできないんでしょうけど、財政調整基金がどういう風になる予定なのか。令和 2年度

が概算でいいですけどこれぐらいになって令和 3年本予算が通った時に予算通りに行っ

た場合にいくらになる予定なのかそこを教えていただければ。もし今でなければあとで

資料いただければと思います。

○総務課長（高橋良延君） 高柳議員、今の基金の保有状況という質問でよろしいでしょ

か。参考資料の 18ページお願いいたします。参考資料の 18ページに全部の基金の状況

を載せました。今回令和 2年度コロナ渦のまっただ中という中でございますけれども、

令和 2年度コロナ対策を行いまして、財調の残高の見込みについては 10億 7,360 万

円。これが令和 2年度末の見込みでございます。それから令和 3年度予算を組んでおり

ますけれども、令和 3年度において 2億 1,050 万円の財調からの取り崩しを行います。

令和 3年度末の財調の見込み残高は 8億 6,510 万円でございます。ただこちらの方は積

立については 200 万円だけ見ているということでございますので、年度を追ってくと年

度途中で財調の積立というような形では発生してくるのかなと思いますので、この令和

3年度の 8億 6,500 万円は年度末については増えてくるという見込みではございます。

全体の目的別基金を合計しましても、令和 2年度末、今年度末が 19億 2,000 万。令和 3

年度の予算を立てた年度末の見込みが 16億 4,000 万と。これは全部の基金を合計して

ということでございますけども、基金の状況はそういった状況でございます。標準財政

規模から言って財政調整基金が決して少ないということではないということで認識して

おります。

○７番（髙栁孝博君） まだコロナが収束してないものですから、今後も町として多分財

政出動せざるを得ないと。ただ一方で国県もそのままではないと思いますので、国から

できるだけいただいてですね町の財政の健全化を図るということで、財政指数がこの厳



しい中で企業が非常に苦しんでおります。そういった中で町としても出動せざるを得な

いところがありますので、その辺り緩和してですね予算を組んでも国の支援を得なが

ら、できるだけ町としてもできるものは出していただきたいという風に思うわけです。

それが財政基金でどれぐらいやれるのかお聞きしたかったものですから、財政健全化指

数が悪い方向に向かってしまってはこれは将来に響くわけですので、そこら辺の考え方

をお願いします。

○総務課長（高橋良延君） 令和 3年度予算編成方式にあたりまして、各課に国県支出金

を最大限活用するようにと。要するにアンテナを高くして国、県からいただけるお金は

極力事業に活用するようにということで、編成方針を出したところでございます。それ

に基づきまして今回の提案をさせていただいたところでございます。財政健全化のとこ

ろについては、適正な範囲というようなことでございますので、これは維持してなおか

つ効果的な対策をしていくというようなことで考えてまいりたいと思います。

○議長（藤井 要君） 他に・・

○１番（田中道源君） 53 ページの 12 委託料の第 6次総合計画策定業務委託について質

問させていただきます。今議会でですね、静岡大学と共同でやっている中学生、高校生

を交えたワークショップのことを取り上げさせていただきまして、とても良い事業だと

いう風なお話をさせていただいているんですけれども、今週末ですね、未来のビジョン

っていうものがそこで一応決まりまして、それ以降ですね、それをどう実現していくか

っていうワークに移っていくという話でございます。これは結構他年度に渡って行って

いくことかなと思う中で、第 6次総合計画を策定する時期にも重なりまして、ここに入

れてもいい事業なんじゃないかなという風に思いましたが、そういった考えはございま

せんでしょうか。

○企画観光課長（深澤準弥君） 第 6次総合計画につきましては来年度、令和 3年度と 4

年度の 2カ年で債務負担行為を行いまして、10 年の計画を立てていくという方向性で考

えてございます。昨日も深澤議員からも 100 人委員会をかつては募集して、いろんな地

域の方の意見を聞いた上で方針を決めるといった方向性でやっていたのが、功を奏した

というようなこともございます。時代の流れもありますけれども、大学生・・大学が中

心となって町とやっていますけども、実際意見を出していただいているのは、いわゆる

将来を担う中高生の意見になっておりますので、是非反映をさせていくような形ではや



りたいと思っております。ただ事業としてはこちらの計画策定は計画策定で、静岡大学

の方のそういった持続可能な町の未来づくりについては、別の事業になるかと思います

けれども、当然関連性はありますので是非一緒にそちらの意見を反映できるような計画

にもなっていくのが、町の将来の子供たちの夢にも繋がる市町づくりにも繋がろうかと

考えられますので、是非その辺はリンクさせてやりたいと思っております。

○１番（田中道源君） 今私もバッチ付けてますけども、SDGs（エスディージーズ）とい

うのが世界の標準になってきておりまして、持続可能な開発目標ということで、その持

続可能であるためには、やはりトップダウンではなくてですね、周りの人をいかに巻き

込んで行くか、一緒にプレイヤーになっていもらうかってところがすごく大事だと思い

ます。やはり 10 年後にですね、まさにプレイヤーであるべき子供たちを巻き込むすご

く良い事業だと思いますので、是非重要な事業として総合政策の方に反映そしてさせて

いただけたらありがたいと思いますので、是非よろしくお願いいたします。

○議長（藤井 要君） 他に・・他にないですか。

○５番（深澤 守君） ちょっとページが飛びますが 139 ページの 7節の学校安全総合支

援事業講師ってことで、これ教育長の方へ関連質問させていただきたいんですが、この

事業の内容とですね、これやることによる効果みたいなものありましたらお願いいたし

ます。

○教育長（佐藤みつほ君） 安全教育のことです。実は文科省からの指定を 1年受けまし

て、総括というか、先だって反省をいろいろやりました。その中で 3つの視点で話が大

きく話でました。1つは訓練の強化ということについては大変に大事なことであるんで

すが、それと同時にもう少し心の教育っていうんですかね。なぜ防災教育が必要なのか

っていう視点があります。それからコロナ渦による、保護者と地域の人達を巻き込むこ

とが少し少なかったなと。ですからそのことを来年度もう 1年指定をやってくれという

お話が県の方からありましたので、もう 1年やるこになりましてその 3つを考えていま

す。その中でじゃあ心の教育ってどういうことなのかってことですけれども、先ほど田

中議員からお話ありますけれども、とにかく子供たちが防災に対して意識化する、生活

化するというような視点を設けなければいけないなということに到達しています。とい

うのは、訓練はもちろん大事なことです。私たちも 10年来訓練が必要ですから、とに

かく山に駆け上れとか、それから行事のときにはこうするとか、あるいは休憩時間のと



きにはこうした方がいいとか、そういうようなことについての徹底っていうのは良いわ

けですけれども、同時に何でこういうことをやることによって・・例えば人助けができ

るか。というのは弱い者を労ろうという精神。例えばいざそれが起きたときに小さい子

供を手招きするとか、あるいは老人が困っていたらこっちだよと手招きするだとか、そ

ういうようなことができる子供たちをらなければいけないと思っています。そうしたと

きには心の教育、心の育成を図らなければいけないなと思っている中で、小山町の北郷

中学というところをこの間視察してまいりました。そこは道徳の事業を通して防災教育

を発展しています。その中にはいろいろ資料を教師自らが作り、静大の藤井という教授

を中心にしながら資料を自分たちで作っているんですね。そういうようなことを参考に

しながら、来年度は幼、小、中、高一環教育の中で授業研究を中心に訓練はもちろんや

りますけれども、そこを中心にやろうと思っています。まず代表の先生が・・例えば中

学 3年生の授業をやっています。その資料を中心にしながら。それを全員で見ながら、

いろいろ感慨されてディベートなんかのような方式もあります。行くいろいろな立場の

考えに立ってやるということで、資料もいただいてきましたので。次にやるときには、

全員の先生方が授業を同じ資料でやっています。そして意見交換を特に小学校、中学校

中心にしながらやる。そのように主体的に取り組める子供たちっていうのを育てたいと

考えております。訓練プラス主体的な子供たち、それプラス地域と学校みんなが協力し

ながら、先ほどの対話を中心にしながらそこにも子供たちで作っていくような訓練をで

きるようにしていきたいって考えています。以上です。

○議長（藤井 要君） 他に・・

○２番（鈴木茂孝君） 花いっぱい運動につきまして、先ほど深澤議員の質問に関連して

お聞きしたいんですが、今綺麗に咲いている花畑ですね、シルバーの方もそうですがや

はり花畑実行委員会っていう方々のお力を抜きにしては語れないという風に私は思って

おりますが、皆さんもそういう風に思ってらっしゃると思うんですが、こういう方達に

は委託費というものが出ているのかどうか。それからもしないとすればですね、今年コ

ロナで資金源である駐車場の運営ができないということになっておりますので、ボラン

ティアというのは長く続かないと思っております。町としてもこのような事情があると

いうことで、支援をすべきじゃないかと思いますけどもその辺はいかがお考えでしょう

か。



○企画観光課長（深澤準弥君） シルバー人材センターにつきましては町全体の環境整備

というところでやらしていただいておりまして、花を植えるだけではなく下草の整備と

かそういいったものを含めての事業になっております。花畑実行委員会の皆さんにつき

ましては、独自で民間の方々が集まっていただいて、最初はクラウドファウンディング

等々利用しながら

種代を用意し、小規模でも花づくりということで花によるまちづくりということで、活

動をしていただいております。確かに今回今までと違ったイレギュラーな状況だとは思

いますけれども、今までも今年度もそうなんですけれども、一応一緒にできることは一

緒にやろうという形での活動になりつつあると思います。去年辺りも町の方としては、

シルバーの方を使った花畑の整備や足湯の設置、そしてトイレの設置等々は町の方でや

らしていただいておりますので、今後もそういった中ではお互いにできることを模索し

ながらですね、協力し合いながら進めて行ければと考えてございます。

○２番（鈴木茂孝君） そうは言いましてもなかなか資金面で厳しいというのはどうにも

できないことでありまして、例えば駐車場の管理の人件費ですとか自分たちも事前に準

備する中でやはりボランティアでやっている部分が多いと思うんですね。それもやはり

最初はいいですけども、もし長くやっていただくのであればやはりお金を賃金をってこ

とも発生しないと

なかなか関わる人が増えてこないって気がするんですね。ボランティアでやる分はなか

なか自分はやってもいいかなとは思いますけども、なかなか踏み出せないと。賃金があ

ればある程度誘いやすいってのもあると思うんですね。その辺も考えていただければと

いう風に思います。

それから質問に入ります。53ページの一番下のシステム使用料についてお伺いしま

す。これはですね参考資料の 9ページです。情報通信基盤の整備っていうところの光ボ

ックス無償配布事業にあたると思うんですが、ちょっとお聞きしましたら月 6万円の契

約費などがあり、そしてさらに 1台あたり 50円の経費がかかった金額を大体概算とし

て 99万円毎年支出しているよって話を伺いましたけれども、私も光回線を引いたとき

にこれ町から付けてねってことでいただいたんですけれども、実際には付けていないん

ですけれども、その辺の実情というかそういうものはどんな風に把握していますか。

○企画観光課長（深澤準弥君） こちらの事業につきましては、当時光回線の普及をまず



町内にやるという形で、光回線の NTT の方と協議しながら、普及を進めた中で光ボック

スの配布を決めた次第です。最初 65歳以上の方がいる世帯という形でやったんですけ

ども、その後あまりにも普及がされなくて、全世帯に拡大したところでございます。現

実今 67 機出ている状況でございまして、先ほども鈴木議員からもお話があったとお

り、中々魅力的なコンテンツが配信ができないというところで、今伸び悩んでいるのか

なということを感じております。ただ当時の時代と社会風景が変わっておりまして、今

いわゆるスマートフォンの普及がございます。実際に今新しいテレビを購入しますと、

テレビの中に回線が接続できる性能も付いてきておりまして、この光ボックスを一番最

初に導入した時とはだいぶがらっと変わってしまっている状況が技術革新がございま

す。ですので今後内容について精査しながらですね、状況を見ながらどういったところ

に方向を転換していくかということを来年度あげてですね、考えていきたいところでご

ざいます。スマートフォンの使用料や電気通信使用料等々も値下げの方向に来てますの

で、最初やったときの光ボックスで光回線契約すると大体月に 6,000 円から 8,000 円く

らいランニングコストが掛かるというこで、中々ハードルが高かった状況もございます

ので、今後はもう少しいろんな形で状況変化に応じたものを皆さんに発信できるような

そういう施策にしていけたらと考えております。

○２番（鈴木茂孝君） そうですね、やはり時代の変化っていうのはありますし、今まで

やっていたからやるということではなくて、これほんとに必要なのかなっていう視点で

見てもらいたいという風に思います。それからちょっとこれは質問ではないかもしれま

せんけど、もう一点ですね 65 ページの 19 目地域経済活性化対策事業の 18 節負担金補

助金及び交付金の一番下ですね。企業等支援事業というのがございます。これはこの前

課長がおっしゃったときには、質問というか聞く人すらいないという状況で、そのまま

半減して今年出すということですけども、ちょっと私提案があるんですが、新規で来ら

れて事業やるというのは中々コロナの状況では厳しいんではないかという風に思いま

す。であればですねこの機会に町内の事業者でやはりコロナに対応して、パンフレット

を作りたいですとか、もうちょっとこういう商品開発をしたいというような業者が出て

くると思うんですけど、中々国の補助金より県の補助金を使ってやるって場合書類が大

変だとか、やり方が分からないだとかそういう方が結構いらっしゃると思うんですけれ

ども、これは例えば町で 30万円ぐらいの 2分の 1ぐらいの補助という形で 10件。もし



300 万円ぐらいなら 10件じゃないですか。その辺を出すっていうことでもっとハードル

が軽くなる審査をして適正だよってなればすぐにお金を出すってことであれば、もっと

もっと商工業者が活気づくんではないかと思うんですけれどもその辺も考えてみてはど

うかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○企画観光課長（深澤準弥君） 今おっしゃったとおり中々外から来ていきなり松崎町で

起業してって方は中々難しいのは実感しております。この中にはとりあえず家賃の補助

も含まれておりますので、ある程度事業やっていてそれをこっちに移転するという方に

は入りやすいかなとは思います。今ご指摘の起業の支援のところにつきましては、一応

商工会がいろんな形で支援の窓口になってございます。そちらの方である程度支援の要

求・要望現状を確認した上で、その中で今言ったような扱いにくい補助ではなく、ほん

とにその事業が立ち上げたときに一か八かではなく色々考えた上で継続的な起業に結び

つけるってことを考えたときには、商工会も当然ですけれども金融機関等とも話をしな

がらですねやっています。必要なところで今おっしゃったのは多分背中を押してくれる

スタートアップの支援ということになろうかと思いますけれども、そこの部分は今後検

討していく必要があるのかなっていうのは感じております。

○２番（鈴木茂孝君） 熊本県ですかね、上天草市っていうとこでは 6次産業アドバイザ

ーっていうのが役場にいまして、そしてその方たちの相談を随時受けながら新しい事業

を作っていくということもありますし、上勝町ですか徳島の。あちらもかなり有名です

けれどもそこのコンサルタントを町で雇って、そして起業を促すと。3年間で 100 件ぐ

らい起業したという実績がありますので、気軽に相談できるっていうとこがキーワード

だと思いますので、中々商工会ですとかそこにいって相談するって中々ハードルが高い

と思うので、それにもう少し気軽に相談をしながら、これやってみようかな、あれやっ

てみようかなっていうお話ができるようなそういう土壌を作っていくことがこれから町

が発展していく、若い人が仕事をしていく、そして若い人が賑わっていく町になると思

いますのでその辺ぜひお願いいたします。

○議長（藤井 要君） 他に・・

○６番（渡辺文彦君） 予算書の 96 ページあと参考資料の 7ページでお話させていただ

きたいと思います。対象は 96 ページ委託料のコロナワクチンの接種事業に対してで

す。ここの予算の方では個別接種って書かれているいるわけですけれども、町は集団接



種って方向でこれから行っていくので、あと追加で個別接種を考えていると思うんです

けども、基本は集団接種だと思うんですけれども、ここには個別接種の経費が挙げられ

ていまして、資料の方では 7ページのコロナワクチン接種事業ってのが下から 10番目

ぐらいにあるわけですけれども、ここには集団個別と書いてあります。集団と個別をど

のような位置にしているのかちょっとこの辺では分からないのでこれを確認したいの

と、ここに出てくくるお金 12 節に出てくるお金は 1,000 万ほどですけども、ここの資

料の方では 3,000 万ほどの数字が出ているわけです。あと 2,000 万は本予算のどこに出

てくるのか、それを確認したいと思います。もう 1個ですけれども、これは資料の方で

質問させていただきます。4ページですけども、農林漁業振興のとこの上から 4番目で

す。耕作放棄地保全対策事業ってのがございます。この資料の説明によりますと、道路

沿いにある不在地主農地等の耕作放棄地の保全管理と書かれてあります。昨日私はその

下の農地保全対策労務委託に対して質問させていただいたわけですけども、ここにも絡

む要素があるのかなと思ってます。この辺のすみ分けをどうしていくのかについても確

認したいのと、去年もこれ予算でいっているわけですけれども、実際どのくらいの事業

がされてどのくらいの効果が出ているのかその辺の傾向を確認したいと思います。とり

あえずその２点お願いいたします。

○健康福祉課長（糸川成人君） まず１点目のコロナワクチンの個別接種の事業の関係で

ございますけども、基本的には集団接種を行いまして集団接種ですと、人数の方が多く

対応できるということで、基本的には、集団接種を先にやっていくと。そちらの方があ

る程度落ち着いてきたらということで、あと病院の方でも準備ができたらということ

で、徐々に個別接種に移行していくというような段取りで考えています。今回の個別接

種の方の費用 356 万 6千円については、医療従事者が受ける接種する分も含まれていま

すので、そちらの方についてもですね、すいません・・医療従事者にについては補正の

方で・・載せてあります・・すいません・・。医療従事者の分も含めてですね、こちら

の方に入っていますので、そういうところも算定を入れて金額の方を算定させてもらっ

てます。あともう一点参考資料の方の 7ページのところのコロナワクチンの事業費

3,100 万ということでございますけども、こちらにつきましては接種に係る準備の分も

含めて全体でというような形になりますので、今回 6目の感染症対策事業費この中でで

すね全てコロナに係る接種準備に係る分も含めて全部計上してありますので、こちらの



方の金額を事業費ということで計上させてもらっています。

○産業建設課長（新田徳彦君） 参考資料 4ページですね、農林漁業の振興のところの耕

作放棄地保全対策事業 10 万円。こちらとその下にあります新規事業の農地保全対策労

務委託の関係でご質問ございました。いずれも耕作放棄地対策事業ということで我々の

方位置づけているわけでございます。前者の方の耕作放棄地保全対策事業につきまして

は、この備考欄に書いてありますとおりですね、道路沿いにある不在地主農地等の耕作

放棄地の保全管理ということで、これは農地の所有者が分からない。例えば町道沿いに

草等がですねはみ出して通行等の妨げになっているとか、どうしても刈らなければなら

ないよという場合にですね、これは町がシルバー人材センターの方へ委託をして草刈り

をしてもらうというような、緊急的な措置という位置づけでございます。その下の農地

保全対策労務委託につきましては、昨日お話させてもらったとおりですね、これはもう

農地の所有者が分かっていてその所有者が草刈りをする上でのシルバー人材センターを

活用しての委託ということの、その辺の違いがございます。耕作放棄地保全対策事業の

近年の実績でございますけども、これについては今のところですね実績は出ていないと

いうような状況でございます。

○議長（藤井 要君） 他に・・

○６番（渡辺文彦君） 先にそのインフルエンザの件ですけれど、資料と予算との数字の

差ってのは 6項ですか。感染対策事業費全体の中に散らばっているからってことで理解

するわけですね。分かりました。あと不在地主の件ですけども、どのくらい沿道沿いに

不在地主があるのかその辺の把握はされていますか。それがほんとに分からないような

状況になっていないかその辺をちょっと確認したいんですけれど。

○産業建設課長（新田徳彦君） 特に道路沿いの方の不在地主ってのは把握調査している

わけではございません。ただ近隣の住民の方から苦情等が来た場合ですね、まず我々の

方は所有者を調べるわけですけれども、どうしても本人がお亡くなりになったとかです

ね追跡ができないような場合、このような事業を活用しようというようなところでござ

います。

○６番（渡辺文彦君） 土地がそこにあれば不在地主であろうが税務課の方はそこにおそ

らく固定資産税をかけてるんじゃないかと思うわけですけれども、このかけてる方は基

本的には管理者になるんじゃないかと僕は理解しているわけですけれども、だとすれば



ですね、もし分からないからってことでもって町がそこを刈ってくれるならば、ずっと

ほったらかしにしてけばいいわけですよ極端な話。そうすれば町がやってくれるってわ

けですよね。これっておかしな制度じゃないかと僕は思うわけですけれども、いかがで

すか。

○産業建設課長（新田徳彦君） あくまでもですね、所在は明らかにその所有者等分かっ

ていればですね、その方にお願いするわけですけども、中には所在が不明になっている

とか分からないケースも出てきますので、そういったほんとにどうすることもできない

という場合にこれを使うということでご理解いただきたいなと思います。

○議長（藤井 要君） 他に・・

○３番（小林克己君） 105 ページ花の三聖苑の管理運営費のところについて、ちょっと

質問させていただきます。町長は昨年の直売所とか何かというお話をされていましたけ

れども、直売所とか何かとかそういう農産物を直に売るために必要な資料集めみたいな

イベントとか何か、例えば軽トラ市みたいな形のイベントとか何かを、行うような考え

の予算は上がってるような感じはしていません。直売所の関係は諦めたような感じの予

算って形でよろしいのでしょうか。それともイベントとか何かとかまだ計画中で、予算

には組み込まれていないっていうような形で考えてよろしでしょうか。

○町長（長嶋精一君） 三聖苑に直売所という件は、皆さんご存じのとおり当局としては

やりたかったんですけれども、否決受けたということがあったわけです。それでこれは

私としてはですね、これを拙速にやっていくということはまずいなという風に感じてお

りまして、じっくりですね、まず当局の方からしっかりと方針を立ててですね、やって

いかないとまずいなという風に思っております。だから諦めたということじゃなくて、

やっぱり時間が必要だと思っています。ただみんなが意見を聞いていくとですね、船頭

多くして船山に登るという言葉があります。したがって根幹というものは、やっぱりび

しっとした中心線を持ってですね、それからいろんな方のご意見を承っていくというこ

とでないと、私はまずいと思います。全ての大掛かりな事業というものはそうであるべ

きだと思ってます。町長の想いというものがこれは必要だと思います。そういうことで

決して諦めているわけじゃないんですけれども、やはりそれなりの時間を作って熟成し

て、それで議員の皆さんにもご了解を得るとうような形に持っていきたいなという風に

思ってます。



○議長（藤井 要君） 他に・・

○１番（田中道源君） 今の小林議員の質問に関連して質問させていただきたいと思いま

す。まさにですね船頭というか町長の引っ張る想いってのは大事なことだと思うんです

が、じっくり時間を熟成させてやっていきたいということですけども、この 12 月で確

か選挙になるのかなと。任期があと僅かかなと思うんですが、その熟成期間ってのはど

のくらい想定していらっしゃるのかと、去年ですね、ちょうどちょっと前ですか臨時議

会で否決になって、それからの、今日までのこの直売所の件についてどういうような調

査であったり、熟成の仕方をしたのかを教えていただけますか。

○町長（長嶋精一君） 任期が 12月までですけども、その間にどういうことをしてきた

ということですか。その期間に期間なりのことを私なりに考えてまだ発表はしてません

けれども、構想というものは持っております。基本的には前回と大きくブレるような構

想じゃないんですけれども、自分自身持っています。それともう一つの質問なんでした

っけか。

○１番（田中道源君） もう一つの質問は、いつ頃まで熟成期間を考えていますかってい

う質問です。

○町長（長嶋精一君） 熟成っていうのは私の言い回しであって、期間何カ月とかそうい

う意味じゃございません。そういうことです。

○１番（田中道源君） 今町長のお答えの中では、町長自身の中で思うところがあるとい

う答弁なのかなと思うんですけれども、この一年間の間にどれほどの人と話しながら意

見をもらったりして進めたかってところが大事なんだろうなと思いますし、そこを聞き

たかったなと思います。町長の中で温めているというのは、言ってみれば形としてはで

すね、動いていないことと同じことなんだろうなと思います。しかもその先つってのは

言えないってことになると、これはやるつもりはあるけれども、やってないのと同じこ

となのかなっていう風に思います。直売所の件で言うのは否決したときの経緯っての

が、まだ案としてこのままちょっといくのは不安だよということで否決したものであり

まして、それ自体を否定したわけではなかったと思います。ですので中身をですね、ち

ゃんと精査して良いものを練っていけばやれるはずだと思います。確か否決されたとき

もですね、色々説得というかお話をされた中で今回通せば通して一年後に改定するまで

の間に調整していくんだっていうような話だったと思うんですけども、言ってみればこ



の一年あった中でどれほど調整できたのかっていうことのあらわれなのかなと思いま

す。今思うとあそこで否決したことで、一年ではとてもまとまらない話だったよっての

が分かっただけでもですね、よかったなと思うんですけども、聞きたいのはほんとにこ

の直売所ってのをやるつもりなのかってことと、どういう具体的な計画でいくのかって

のがやっぱり見えてないのでしたら、中々ですねこれはやるつもりだっていうのはうま

くないのかなっていう風に思います。改めてしっかりと話し合う必要があるからその期

間を設けたいっていう方がまだいいなっていう風に思います。質問してた方をしたいと

思いますけども、参考資料の 28ページお願いします。伊豆の長八美術館の管理に関す

る業務の収支計画書について質問させていただきたいと思います。この職員給料一人分

ということで、この正社員ということになるかなと思うんですけれども、この方ってい

うのは学芸員だったりしますか。また、もし今違うとしたら今後学芸員にしていくって

いう計画はありますか。

○企画観光課長（深澤準弥君） 今ご質問いただきました公務職員の給料一人分正社員で

ございます。おっしゃる通り。ただ学芸員の資格を保持している方ではないです。学芸

員は今振興公社事務局長である者が学芸員の資格は今持っておりますが、学芸員も資格

を取得ってのも中々ハードルが高くございまして、そういった方をどっからか招くか、

そういう大学を卒業している方とか、そういう方がもしご希望等があればですね、そう

いう方と協議してって形になろうかと思いますけれども、今現在ではどうしても学芸員

のというところにはまだ至っていないとろでございます。

○１番（田中道源君） ある方からですね、長八美術館に学芸員を一人置いて欲しいよっ

ていう要望がありました。その置くことでいろんな展示物をですね、文化的な価値とか

を見据えた展示の仕方ってのを提案できるそうなので、ぜひなんとかして欲しいよって

声があったもので、ちょっと提案させていただきたいと思います。そうすると髙栁議員

からも質問があったかなと思うんですけれども、長八さんの作品自体の価値っていうも

のをちゃんと理解して売り出す展示の仕方であったりイベントってものを考えること

が、よりやりやすくなると思いますので、ぜひですねこの学芸員を置くっていうことを

ご検討いただきたいなと思います。

○企画観光課長（深澤準弥君） どこの美術館にも学芸員さんいらっしゃいますので、で

きればそういう方々の雇用が一番理想的だと思いますが、今現在そうった形では事務局



長が実は持っておりまして、その方と協議をしているような段階です。今おっしゃった

ように長八美術館、長八作品ですね、やはり髙栁議員からもご指摘があったとおり、田

中議員からもご指摘があったとおり価値をですね、すばらしいものだということをもう

少し広めなければいけない。そこについては、町としてはぜひああいう美術館を持って

いる限り、やる必要があると思っております。その中で一人よがり的な作品がいいんだ

よってことではなくですね、やっぱり対外的に評価を上げていかなければならないとい

うことで、そういったことも含め今後考えていく予定ではございます。当然長八作品保

存会等々民間の方でそういう作品の価値を知ってる方々がいらっしゃるものですから、

そういった方々の知見とお力添えをいただきながら進めてまいりたいと思っておりま

す。

○議長（藤井 要君） 他に・・

○５番（深澤 守君） ちょっと町長ですね、ずっと農業とか一体推進とか話を進めてお

りますので、今回予算書に載ってないことで、ちょっと将来のことで聞きたいんですけ

れども、あの今回の予算書と一般会計の参考資料を見ますと、あまり新しい農業振興策

ってのが示されていないではないかと考えております。町長は 7月の広報の中で教育、

多品目農業、土作りからの農業ということを提唱されていますが、これ推進するってと

いうことを関連の予算書の中には載ってないと思うんですが、その実効性ですとか協議

したのかその辺についてお答え願いますか。

○町長（長嶋精一君） 農業については農林水産から一体推進ってことで確かに取りまし

て、私の考え方というのは農業やってる方が立派な方を生み出してね、そういう方とい

うような話をしておるんですけれど、確かに予算書の方には入っておりません。ただ前

にも言ったかと思いますけど、農業でもって地産地消あるいはこの町で経済を回してい

くという考え方、それと今移住促進のためにいろいろな新しいことをやるわけですけど

も、デジタル化にちなんでやるわけですけども、これは長い将来農業とデジタル化って

のは必ず結びつくときが来るという風に思ってます。したがって、いきなり農業に介し

てですね、予算を振るってことは大きな盛り方はしておりませんけども、まず桜葉を振

興するために指導員を増やしたりね、そういったこともやっておりますし、私としては

農業の方にはこだわりを持ってやっていきたいなと思っております。

○５番（深澤 守君） 多分私が話した方と町長が話してる農業の専門課名前出すとあれ



ですので、中川の方に住んでいる方は多分同じ方だと思うんですけど、その方とお話し

たきにあの方もいろいろありまして、町長の方にもアドバイスしているし最大限協力を

するよという話をしてるそうです。それを私何回も１時間も２時間も話してそういう話

をしましたし、農業のあり方についてもいろいろとその方にはお話伺っています。それ

はもう何年も前の話ですから、ぜひですねそういう方をうまく入れていただいて、農業

振興、観光振興役立てていただきたいと思います。その話は回答いらないですけど、も

う一つですね、先ほど私一般質問の中でも直売所・・じゃなくて加工所という話をさせ

ていただきました。やはり農業振興するのにはその農産物を売るのだけではなくて、や

っぱ加工品。三次産業の部分ってのも必要だと思います。特に三島の農業はそういった

形でどんどん振興してますので、やはり加工場ってのは必要じゃないかと思いますの

で、ぜひやっていただきたい。それと町長が７月の広報の中でこういうこと言ってま

す。イノベーションの本来の意味は新結合であり、すなわち過去の素材を活かし新しい

手法を加えることである。松崎町にはたくさんの素材があり、大事なことはその素材を

活かすこととあります。やはり加工場ってのも素材を生かす必要性があるイノベーショ

ンだと思いますので、ぜひその辺は今国であるとか・・予算でそういうところを振興す

るために出してきてると思いますので、ぜひもう一度検討しなおしていただきたいんで

すが、その辺についていかがでしょうか。

○町長（長嶋精一君） これはこれは来期の予算でございますから、それとは別にです

ね、今後の方向付けでもって大変貴重なご意見を議員からいただきました。そういうこ

とはですね、糧にしながら協力者をどんどん増やしていって、それでまちづくりをやっ

ていきたいなと思います。直売所についても農業についてもですね、必ずぶつかること

があります。六次産業として必要になるということは私も考えておりますので、今話さ

れたご意見は貴重なご意見として前向きに取り入れてやって参りたいという風に思いま

す。

○議長（藤井 要君） 他に・・

○６番（渡辺文彦君） 資料の方で、ページちょっとよくわからないので資料の方でお願

いします。4ページです。グリーンツーリズムのことなんですけれども、来年度も今年

度も同じ予算が計上されています。町長就任時に一旦観光協会に事業を移されて、また

今年も振興公社ってことですけれど、観光協会でやろうと振興公社でやろうとで差はど



こにまずあるのかな。振興公社に移したことによって新たな成果が生まれたのかどう

か。その辺を確認したいと思います。

○企画観光課長（深澤準弥君） グリーンツーリズム事業についきましては、一番最初始

めたときは振興公社がずっと請負ってまいりました。グリーンツーリズムいわゆる体験

型の旅行業体ってことで、それを推奨するということでもう 10数年前からやっている

事業です。その中で今までやってきたことは体験型でいろいろ進めてきたんですけれど

も、数年・・5,6 年前からやっぱり移住定住促進の絡みも出てきまして、グリーンツー

リズムの中でもそういった方向性を見出して、お試しツアーみたいなものをやったりし

ていた時期がございました。昨年、令和元年度については観光協会に移譲しまして、そ

ちらでやった経緯がございます。そちらでやったのが観光っていう中で、グリーンツー

リズムという中で観光はやっぱりやるということで、振興公社でない形での観光誘客の

方向でグリーンツーリズムをという推進の意向で移ったということでしたが、今年度で

すね、また振興公社の方に移した形になってございます。これは振興公社の方で棚田の

業務等々も含めて、そういったことをやる形になったものですから、棚田もグリーンツ

ーリズムの一環でやるということでそちらでやり始めたところでございます。今年度に

つきましては、グリーンツーリズム事業についてはコロナの影響もあったりして、事業

自体がほとんどできてなく、誘客等にも積極的にできなっかたという状況がございまし

て、今年度についてはあまり芳しい成果は上げられてないのが実情でございます。

○６番（渡辺文彦君） この事業自身がどうのこうのとか別にやんないよりやった方がい

いというのもあって、当然やってかなきゃいけない事業だと思ってはいるんですけれど

も、ただ問題は事業の主体が観光協会がいいのか、振興公社がいいのかっていう問題だ

と僕は考えています。こちらは基本的のどちら側になってもいいんだろうけども、僕の

考え方は基本的には、今までずっと振興公社が担ってきたんだけども、おそらく成果が

上がってなかったんじゃないかなと思うわけですね。そういう意味で新しい知見を求め

るってことで、観光協会に移されたんだと僕は思うわけだけども、その辺がやっぱちょ

っと違ったよねってことになると、振興公社にまた戻してほんとに成果が得られのか

と。中々疑問符が付くとこなんですよねこの辺は。棚田があるから観光協会じゃなくて

振興公社でじゃなくて、棚田も観光協会でいいのかなと僕は思うわけです。極端な話。

やっぱり誰が一番事業を進めやすいかを考えて、そこに事業をもっていかないとちょっ



とまずいのかなと。そこに観光協会もメンバー少ないですから、中々大変なのかもしれ

ないですけどね。メンバー少ないならメンバー増員してでもね、担いやすいところでも

ってやっていただくって方が効果がでるのかと僕は思うわけですけれども、その辺に対

して担当はどのようにお考えでしょう。

○企画観光課長（深澤準弥君） グリーンツーリズム事業につきましては今言ったよう

に、棚 田があるからとういうようなことで、移った経緯の裏にはですね、今回の場

合棚田の国の指定を受けたところで、振興公社が絡むという町の方針になったものです

から、その関係でグリーンツーリズムを振興公社へ戻したような経緯がございます。グ

リーンツーリズム事業につきましてはいろんな形で、子供の修学旅行の受け入れとかそ

ういったものもやっておりまして、そこの部分との絡みから観光協会にっていうような

話もあったようですけれども、今回棚田の関係でグリーンツーリズムを振興公社に。振

興公社が棚田も関わるという形に町の方針がなったものですから、動かした状況です。

今渡辺議員のおっしゃるとおりですね、何をするかっていうことをすごくしっかりと考

えていかないといけないところではございますので、新年度そういったところも含めて

もう一回精査しながら当然やっていきたいと思います。もちろん観光協会と振興公社で

まったくバラバラでやってる状況ではないところもごおざいますので、そこの連携をし

っかりとらせる必要は当然あると思いますので、そういったところで両方の強みをしっ

かりと見極めながら、やっていくのが一番良いのではないかなと考えております。

○議長（藤井 要君） ここで１５分まで暫時休憩といたします。

（午前１０時０２分）

○議長（藤井 要君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。質疑を続けます。

（午前１０時１５

分）

○７番（髙栁孝博君） 予算の 53ページ。予算の総務費のところですが、予算 1項 1目

12 節委託料のところで委託料でやった方がいいかちょっと疑問なところあるんですが、

この委託料の中に第 6次総合計画策定業務委託ってのがあります。中身に入ってしまう

とちょっと委託のお金の話とはちょっと違いますけれど、今企画の方で総合計画策定に



向けて中学生、高校生を含めてグループ協議をして 2030 年の松崎将来をどうしたいか

っていうようなことをいろいろ討論しています。これは非常に私は良いことだと思って

おりまして、今までさもありがちな総合計画の作り方では、人口の構成から 10 年経つ

とこうなるよってなことになって、そうすると人口が減ってしまうといろいろなことが

できなくなってしまうという、そういう考え方でいくことが多いような気がするんです

けど、改めて伝統を守る、自然を守る、そしてこのような元気な姿でありたいっていう

ようなことを、若い中学生とか高校生が真剣になってやっているわけですね。これは非

常にものすごく良いことだと思います。顧みて私たちがその頃の年代のときには高度成

長期っていうようなときでもありましたから、町がこんなになって真剣に考えたことは

なかったんですけど、そういった中で、そういうこれからを担う若い世代を含めて討議

するってのは非常に良いことだと思ってます。そういった中でこれから対策とかどうい

う風にやりたいっていう策を練るんでしょうけど、ぜひ夢の持てるような総合計画が出

るってことを期待しているわけです。そいった中である委員会の中で、地区の代表の方

が私たちの地区では後継者がいなくなってしまったと。このままでは地区を一つの単位

として、防災であるとか様々なことができなくなってしまうというような意見があった

わけです。人口構成からすると少なからずそういった地区の統合であるとか、そういっ

たことを考えなきゃいけないなっていう風に思いました。10 年近く経つと必ずきちゃう

わけです。今すぐ統合しないとしても、これ非常に難しい問題ですので徐々に皆さんそ

ういう意識をもって、将来はやはり統合しなきゃならない。そういったことの議論をし

ておく必要があるかなと。一つのやり方としては区長会なんかで、そういう実情はどう

だというようなことを問い合わせてですね、その中で徐々に徐々に意識を持って行って

統合に向けてくとかそういう考えも必要なんではないかと思います。その一点いかがで

しょうか。

○企画観光課長（深澤準弥君） 第 6次総合計画の策定につきましては、これから 2か年

かけてやるんですけれども、そのあと 10年っていうスパン計画になります。そちらの

方でやはり今後の将来明るい未来を中々現実的には見られていない状況が続いておりま

す。特にニュースでテレビ等でやられているとおり、10 年経ちました東日本の被災地に

おいてはまったくおなじような状況でございます。人口も減って担い手も戻ってこない

というような状況が続いています。松崎町伊豆南部ついては、まだ今のところ被災して



いないんですけども、それに近いような現象実はも起こっておりまして、今言ったよう

なことで中々明るい要素がない中で、おっしゃったように将来的に 10 年後町がどうな

っていたいかというような夢を持てるような計画で、それに対して着実に一歩一歩進め

られるような計画というものを目指してまいりたいと考えてございます。

○総務課長（髙橋良延君） もう一点髙栁議員から自治会の話が今出たと思います。松崎

に今自治会が 35 区あります。それぞれの自治会で今区長さんがいない、いわゆるなり

手がいないというような問題を抱えているということはいくつか聞いております。ただ

その中でも具体的に区のほうからどうしてもこれはできなくてどっかと・・みたいな具

体的な話はまだ出てきておりませんが、10 年先を見ればそういったことも可能性は無き

にしも非ずというようなことだと思いますけれども、まずは区長会等毎月一回あります

ので、区長さんの話を聞くなり今の実情どうかというようなことも伺ってまいりたいと

思います。

○７番（髙栁孝博君） 実際ほんとに変わってっているものですからね、ただどこと一緒

になるのとか非常に難しい問題だと思います。班を一つにすることすら非常に難しいっ

てことは分かってますので、だからそのとこは相当意識を少しずつこうなっていくんだ

よってことを少しずつやっていかないと、一度にどんってなかなか難しいと考えていま

すので、頭出しを少ししている中で皆さんの意見を聞きながら、円滑に行くようにして

いただきたいなと思うわけであります。もう一点総合計画やるにあったて先ほど町長の

方からもデジタル化の話が出てました。私も今後町を良くしていくあってはどうしても

新しい技術を入れていくしかないなってこと考えてまして、ややもすると人口構成だけ

でいくと非常にやり手がいなくなってしまうので、悲観的になるわけですが、そこのと

ころを起死回生ではないけど新しい技術デジタルトランスフォーメーションっていうこ

とで世の中動いていくと思いますので、そのデジタルの動きってのは教育にとってもそ

うだと思います。今の実際の中のコミュニケーション取り方そのものも変わっていくと

思いますし、当然仕事のやり方も変わってきます。郵送するものは全てデータでいいよ

とか、あるいはハンコを押さなきゃならないものは押さなくてもデータのやり取りで済

んでしまうとういことは当然考えられるわけですので、その辺りは 10 年経つとなるん

ではないかということが考えられるわけですね。その辺りを一つ考慮して人口構成の推

移だけではなくて、世の中の動きがどうなっていくかってことを含めての検討をお願い



したいと思うわけです。その辺りいかがでしょうか。

○企画観光課長（深澤準弥君） 当町でも国が推奨している DX については進める形で今

やっております。今後総務課長をトップとしたプロジェクトチームを立ち上げるような

準備をしているところでございます。業務等の DXにつきましては今後いろいろな形で

国、県の方からもいろいろ降りてくるな形になると思います。業務を DXにする中でま

ず最初に自分たちがどういう業務をやっているかっていう業務の見える化を先にやって

おかないと、そういうところが乗り遅れていくのではないのかと思いますので、まずは

自分たちの視点業務の見える化から入ってく形になろうかと思いますけども、そういう

形で DX を進めてまいりたいと思っております。

○７番（髙栁孝博君） 町側がデジタル化するっていうところは、その相手が住民である

わけですよね。そうすると住民側がそういうのを使えるようにならないと、町の方の仕

組みシステムができないと。そういう意味では教育の方で端末とか入れて、端末が使え

るように人がどんどん増えていく、家庭との間でシームレスで使う町と家庭とが今まで

のやり方と違う情報のやり取りができるようになるってことで、そこら辺も考えながら

町の職務そのものだけではなくて、住民のそういうあり方、中々情報リテラシーって形

になると難しいんですけれど、徐々にでもそちらができていかないとサービスを提供す

る受ける側が、経験と場数を踏んでいかないと中々難しいことなんじゃないかと思いま

す。その辺の方今後進めていかかがでしょうか。

○町長（長嶋精一君） 髙栁議員がおっしゃったようにデジタル化は必然的になるわけで

すけども、私が常々言っているようにプロダクトアウトではなくてね、マーケットイン

じゃなきゃいけないということになるわけです。消費者というか町民がこれをやってよ

かったと便利になったというような形にならなきゃいけないということであります。さ

っき企画の課長が言いましたようにそれに向けて総務課長、それから企画の課長が中心

となって DX を進めてまいります。一ついろんな形でね、議員の皆さんのアドバイスご

支援をお願いしたいとおもいます。そしてデジタル化でさっき申し上げたんですけど

も、農業と交わるところがあるという風に言いましたけども、私も農業については門外

漢ではありますけれども、いずれはスマート農業という言葉もございますけれども、こ

れも単純には行きません。でもそれに向かっていろんな知恵をある人に知恵を借りなが

らやってまいりたいと思います。今度の予算には大きく繁栄はされておりませんけれど



も、着実に増やして行きたい。ドラスティックな変更というのは中々難しいです。しか

しながら後戻りしないように着実に進行してまりたいと思います。

○議長（藤井 要君） 他に・・

○６番（渡辺文彦君） 103 ページです。下から 2番目の原材料のとこですけれども、ここ

に鳥獣被害対策用原材料ってのがございます。説明によりますと、地域ぐるみで鳥獣対

策にあたった場合の補助だということですけども、これの運用の仕方がちょっとよく分

からないので確認したいんですけれども、例えば何軒かが共同でやるってのも含まれる

のか、それとも例えば今回伏倉区が対象になったと思うんですけど、伏倉区辺りがやる

ってことに対して区としてやる場合の対象なのか、その辺をちょっと確認したいわけで

す。鮎川一帯は個人の方の発案というか提案でその地権者全員でもって共同として網を

はるような。鮎川じゃなくて那賀耕地ですか。そういう作業されてるわけですけれど

も、その辺と差があるのかどうかね。また運用の方を確認したいんですけれども。

○産業建設課長（新田徳彦君） 鳥獣被害対策についてはですね、ほんとに今補助金なん

かを出して個別で対応なんかをしてもらってますけども、中々季節になりますと鹿や猪

が里に

下りてきてですね、被害が減らないという状況で中々個人の対応ではちょっと難しくな

っているのかなっていうような気がしています。そんな中で、今回原材料ってことで新

しくメニューを加えさせてもらいましたけれども、こちらにつきましては、やはり被害

対策を地区で対策をやってもらいたいなというところがございます。ですからこれは、

あくまでも地区単位ということで今我々の方は想定をしているということでございま

す。地区で実施する必要な原材料を支給して少しでもそういった防止対策の一助になる

かなというところです。

○議長（藤井 要君） 他に・・

○８番（土屋清武君） ちょっと教えていただきたいんですけど、ページ数は 162、163

です。の・・この職員の関係でこの表の・・ちょっと具体的に教えてください。あの

162 の一般職の総括のところで、本年度職員数が 98。そしてその括弧書きがですね、短

時間の勤務職員についてということでなっていますけど、ちょっと内容を教えてくれま

せんか。この括弧書き短時間ってのは正職員とは別なのですか。そこら辺を教えていた

だきたいと思います。それで、その下の会計年度職員というその上の・・アか・・会計



年度任用職員以外の職員がいますけどこれは、本年度 81 と・・これはどういう職員の

ことを指すのか。この下がまあ会計年度任用職員これとの違いは・・会計年度任用職員

っていうのが臨時職員というような解釈の・・私たちは指導を受けたわけですけども、

ここの内容の文面がちょっと分かりかねるもんですからちょっと教えていただきたいと

思います。

○総務課長（髙橋良延君） 162 ページ給与費明細の関係でございます。162 ページの総

括一般職の本年度 98 名っていうのは 81人がいわゆる一般職員。役場の正規職員。それ

から 17 人が会計年度の任用職員いわゆる臨時さんというような形になるわけですけど

も、この合計ということが 98 人ということでございます。括弧で 51ということありま

すけれども、会計年度任用職員の内パートについているというようなことで、その方を

括弧というようなことで記載をしてございます。そういったことで 162 ページが総括と

いうことで、内訳が 163 ページそれぞれ、アとイということで分けてありますので、こ

れをご確認いただけたらと思います。なお、この一般職員の 163 ページ会計年度任用職

員以外の職員本年度 81ということでございますけども、これは地域包括にいる保健師

さん。これは介護保険の方で見ていますので、その１人は除いております。それから水

道、温泉いわゆる企業会計の職員についてはこちらの方は除いてございます。そういっ

たことの累計の 81人ということでございます。

○８番（土屋清武君） そうしますとですね、１６３のイの会計年度任用職員数が１７今

年度なってるわけですね。括弧が５１となってるわけですけど、今まで町の職員がです

ね、正規職員が給料についてだいぶもう以前とは人数減っているわけです。そして、臨

時、会計年度任用職員これが段々と増えてるわけですけれども、昨年から見れば１名減

ってますけれども、そのかわりパート関係多くなっているわけですけれども、これこう

いう関係によって正規職員の業務量が増えてきて、そして時間外が多くなっているとい

うようなことになりはしないかと思ってるわけです。それだったら正規職員を削るとい

うことは、業務量はどっちかといえば地方へですね、業務移管というようなことで、現

実には国の方から増えてきているわけですね。各市町村の末端の方へと業務量を・・事

業を下げてきてるわけです。あまり正規職員をですね減らしてしまうということは、正

規職員の負担が多くなってきてそうすると時間外が増えると。そうすると健康のことに

までなってくるので、その辺をこれは今後の見通し等ありますから、町長考えはどうで



すか。

○町長（長嶋精一君） 土屋議員のご指摘のとおりでございます。前に深澤議員からも指

摘がありました。私の方はこれからどんどん人を減らしていこうという気持ちは毛頭ご

ざいません。ただ昔ですね、政府の指導の基、減らしてきた・・新人を雇わなかったと

いうことがあってございまして、その間ってのはやっぱバランスが悪くなりましたよ

ね。あるところの年代でポットいなくなってしまいます。これは極めて役場を継続して

いくことにおいてもまずいことであります。ですからそういうことはしないという考え

です。そして、時間外、健康管理につきましては、私非常に神経配ってるつもりでござ

いまして、第二、第四水曜日は早上がりにということももやりましたし、そして、来期

から宿直制度を無くして、これもスムーズにいきたいなと思っているんですけども、初

めてですので色々な問題がでるかもしれませんけれども、とにかくやっていくよという

ことで進みます。これについてもやっぱり職員の健康管理、家庭のだんらん。これが明

日への仕事の源泉になるんではないかと。私は思っております。したがって毎日毎日遅

くまでやっているってことは、返って突発事項が起きたときに対応できないというよう

なことになりかねませんので、そういう面で土屋議員がおっしゃったような形で平常化

っていうかそれは考えてます。以上です。

○議長（藤井 要君） 他に・・

○２番（鈴木茂孝君） 参考資料の３０ページ旧依田邸の温泉ですね。収支計画について

お聞きします。先ほどの持続可能な観光っていう話をされてる中で、収入が 1,330 万

円、そして、支出が 2,370 万円。収支差額が 1,040 万円となってございますが、これを

ですねどのようにして今後持続可能な観光にするためには、限りなく赤字がゼロに近く

にならなきゃまずいと思うわけですけれども、それに関してどのような策があるのかっ

ていうのをお聞きしたいと思いますがいかがでしょうか。

○企画観光課長（深澤準弥君） ありがとうございます。こちらにつきましては依田邸昨

年１２月末にオープンいたしまして、動き始めたとこでございます。今のコロナ渦にお

ける非常事態宣言等で、人の動きが止まっております。実際に年末年始のところでは一

日１００人以上のお客さんが入っていただいたりというようなことで、ニーズ的にはあ

るんではないかと感じております。今後の誘客についてですけれども、あそこの大沢地

区全体の温泉郷としての発信ということで、地域の方々とともに色々方策を考えてお



り、季節ごとの魅力の発信、そして今もやっていただいている、遊休施設であるかじか

の湯の写真展の中身の更新。そして、三聖苑の天城山房の充実といったような形で、そ

れぞれの魅力をあげつつ、それを統合した中での魅力発信をお客様方に的確に発信をし

ていきたいと考えてございます。民間の方々とも協力して各種イベントもやりたいとい

うようなご意見もいただいてるものですから、そういったことを一つ一つ積み重ねて、

こちらに是非来ていただいて、その上でできる限りリピートしていただくような施設に

なれるよう日々努力していく所存でございます。

○２番（鈴木茂孝君） これ１００人来ていいなと今思ってたんですが、１００人でも赤

字が解消という風にならないと。極端な話倍ぐらい来ないとならないということです。

中々お風呂の広さからしても、難しいのかなと考えているんですが、やはり課長おっし

ゃられたように、ゾーンとしてね天城山房含めた中で、プラスにしていくという考え方

をしていかないと、中々難しいんじゃないかなと思っています。もう一点、支出を減ら

すという考え方もあると思うんですね。この中で灯油代が 560 万円かかっているんです

けども、まだボイラー仕入れしたばっかりで、次というわけにはいかないですけれど

も、例えば森林譲与税使った中で薪ボイラーというものにしていくと。そうすると薪で

すと地域にたくさんあるということもありますし、その薪を持っていけばお風呂一回た

だで入れるよって形にしていくと、地域としても山が綺麗になっていったり、話題性っ

ていうことからもかなり宣伝になるんじゃないかと思いますので、その辺も将来的には

考えていただければという風に思います。

○議長（藤井 要君） では最後に・・

○６番（渡辺文彦君） 三聖苑の件でお伺いしたいんですけれども、天城山房は営業され

るわけですけれども、ここにいた正規の調理人が退職したって話聞いてるわけです。こ

こでは今回の予定では正社員がいないわけですね。みんな臨時になってるわけですね。

ここで提供する料理はパートの方がおそらく交代になってくんだろうということになる

と思うんですけれども、この中でパートな方々が責任を持ってメニューの開発とか提供

ってのもをできるのかどうかこの辺疑問視しているんですけれど、どう考えますか。

○企画観光課長（深澤準弥君） ご指摘のとおりですね、今まで正社員として調理場に入

っていた方が、昨年度退職されまして、その方今年度も臨時職員として来ていただいて

おります。その方を中心にして今料理の提供って形でやっておりますので、しばらくこ



の形でやって行く方向にはなると思います。ただ前に鈴木議員からもちょっとお話があ

ったんですけど、料理、食の部分についてはもう少し充実させたほうがいいんじゃない

かというような意見もございますので、そういった中で振興公社の人員の配置、もしく

は全体的な正社員の数、そういったものをそろそろ今のうちに見直していかなければ、

後２年後には通年定年退職を迎える職員もおりますので、そういった計画性を持った人

員配置をしていく必要は間違いなくあると思います。

○議長（藤井 要君） 他に質疑がないようでありますので、質疑を終結したいと思いま

すが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（藤井 要君） 異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。

（発言する者なし）

○議長（藤井 要君） 反対討論なしと認めます。

次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。

○６番（深澤 守君） 私はこの令和３年度予算案に賛成いたします。ワクチン等の接種が

始まりコロナ渦の収束も見えて日本の経済は明るい兆しが見えてまいりました。令和３

年度の予算は、コロナの経済停滞から脱却するか、もしくはそのまま停滞するか重要な予

算だと思っています。町長も議会も松崎町を良くしようとする方向性は同じです。私も含

めて町長も虚心坦懐みなさまの話を聞いて、予算執行を進めていただきたいと思います。

先ほど総務課長が答弁の中に、これから国県の予算たくさん出てくると思います、是非ア

ンテナを広げていただいて松崎の経済振興のために予算を積極的に取っていただきたい

と思います。そのためには我々もですね、一緒に県や国の方にも陳情に参りますので、そ

のときには是非お声を掛けていただきたいと思います。

それから、令和 2年度コロナ対策で職員のみなさまには夜遅くまで頑張っていただきあ

りがとうございました。令和 3年度もコロナ対策それから経済対策等で多忙を極めると

思いますが、職員のみなさまにも健康に留意していただいて予算執行よろしくお願いい

たします。

以上の理由をもちまして、令和 3年度予算案の賛成討論を終わらせていただきます。



○議長（藤井 要君） これをもって討論を終了します。

これより、議案第 14号 令和 3年度松崎町一般会計予算についての件を挙手により

採決します。

まず、本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

(挙手全員）

○議長（藤井 要君） 挙手全員であります。よって、よって本案は原案のとおり可決さ

れました。


